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当事務所ＨＰでは，管内で開催された
研修会や事業等を紹介しています。

長島町立長島中学校
１ 日時

12月１日(火) 13：35～16：40
２ 研究主題

夢や希望をもって自律的に進路を切り拓く生徒
の育成～キャリア教育の視点を明確にした授業や
体験活動を通して～

３ 公開授業
１年 学級活動「自分の将来を設計しよう」
３年 道徳「人間の心の弱さの克服と良心」

阿久根市立脇本小学校
１ 日時

11月19日(木) 13：40～16：40
２ 研究主題

読む力を身に付ける国語科指導法の研究
～文学的文章の学習を通して～

３ 公開授業
２年 単元名「お手紙」
５年 単元名「大造じいさんとガン」

さつま町立永野小学校
１ 日時

11月27日(金) 13：35～16：40
２ 研究主題

伝え合い，学び合う子供の育成を目指した少人数・複
式指導法の研究～相手を意識しながら表現する子供の育成～
（伝え合いながら，一緒に分かり合おうとする子供た

ちの姿を求めて）
３ 公開授業

２年（単式指導）「かけ算（３）」
３年（複式指導）３年「小数」
４年 ４年「計算のしかたを考えよう」

さつま町立鶴田中学校
１ 日時

11月17日(火) 13：20～16：40
２ 研究主題

生徒が分かる喜びを感じ，主体的に学ぶ学習指導
～授業改善と家庭との連携を通して～

３ 公開授業
２年 体育科「武道『柔道』」
３年 数学科「関数 y = ａx²」

【小学校 国語】

【中学校 数学】

北薩地区では，年に4回『北薩地区学力アップ推
進会議』を行い，小・中学校の先生方が集まり，問
題づくりや模擬授業等を通した指導法改善やネッ
トワークづくりに取り組んでいます。

今年度初めて模擬授業を実施しました。板書の
構造化や発問・事象提示・学習形態等の工夫，ＩＣ
Ｔの効果的な活用など多くの示唆に富む模擬授業
が行われ，出席した先生方は満足感にあふれて
いました。この推進会議を通して，北薩の先生方
の底力を感じるとともに，子供たちの学力向上に
結び付いていくものと実感しました。
今後，この成果を各学校にも広げていきたいと

思います。

【出席された先生方の感想(抜粋)】

授業に向けての練
り合いや｢スキルア
ップ大作戦｣の見直し
など，グループ一丸
となり取り組めたこ
とが何より楽しかっ
た。他の学校の先生
方と知り合い，情報
交換できたことも大
きな糧となった。

模擬授業を通し
て，授業のポイン
トや流し方等，普
段授業で活用でき
る も の が 多 く あ
り，参考になった。
中学校の先生方か
らの専門的な意見
も聞くことができ
て良かった。

出席した先
生方から多く
の刺激を受け
た。この推進
会議で終わる
のでなく，多
くの学びを続
けていきたい。



学校の教育活動の様子を地域の
方々に見ていただく絶好の機会です。

各学校等においては，授業の充
実とともに挨拶や環境整備等にも
努めるようにしたいものです。

今年度は，申告率100％を目指し，市町教育委員会
と連携を深めながら取り組んでいます。

前期の申告率は，53.8%（43/80校）です。昨年度
の前期申告率は40.2%で，最終申告率は89.0%でした。
昨年度より前期の申告率がよいので，後期の取組が
期待できます。

前期ランキング各種目の１位
１ レッツ短縄跳び

・ 薩摩川内市立手打小学校１年
２ 馬跳びピョンピョンピョン

・ 薩摩川内市立東郷小学校１年
・ 出水市立切通小学校３年

３ ２人でさっさっ
・ 阿久根市立折多小学校４年

４ 一輪車でGO！
・ 薩摩川内市立鳥丸小学校３年

５ 10人でチャレンジ
・ 薩摩川内市立市比野小学校３年

今年度から，中学校も新たに始まりました。
申告率40%が今年度の目標です！

「体力アップ！チャレンジかごしま」
前期のランキング発表！

東郷小１年生

小学校における英語教育の中心となる教員の英
語指導力を向上させることを目的として実施し
ました。管内の小学校の
教員21人の参加があり，
「教室英語」，「絵本の活
用」，「アルファベットの
音」など英語力や言語知
識，教授法を高めるため
の研修を行いました。

11月１日（日）～７日（土）

地域が育む「かごしまの教育」県民週間

我々教職員は教育に携わる者として，常に自らの行動規範を確立し,不祥事の根絶に向けた服務

規律の厳正確保に努める必要があります。

飲酒運転

一人一人が自覚することにより防止できるものであり，率先して法を遵守すべき公務
員にとって許されない言語道断の行為です。
また，重大事故に直結する悪質・危険な犯罪であり，特に，これから飲酒の機会も増

えることから徹底して注意することが必要です。

体罰

いかなる場合であっても行ってはならないものであり，どのような行為が体罰に当たる
か正しく理解しておく必要があります。
また，指導に当たっては，児童生徒と適切な信頼関係を築くことが重要であり，学校

は児童生徒や保護者が体罰の訴えや教員との関係の悩みを相談できる体制を整備し，
相談窓口の周知を図ることも必要です。

児童生徒を裏切ることになります。
信頼して指導を受けてきた児童生徒を裏切り，心身に深い傷を残

し，今後の成長に多大な損害を与えます。

本県教育への信頼が一瞬にして失われます。
懸命に日々の教育活動に取り組んでいる教職員全体の信用を一

瞬にして失わせるとともに，県民の教育に対する信用を失墜させること
になります。

法的責任が問われます。
身分・刑事・民事上の様々な責任が問われます。

※年の瀬を控え，飲酒の機会が増えてきます。お互いに高い規範意識を持ちましょう。


